
 

 
 
 
 

 
 
 

定 

一 

諸
奉
公
人
、
侍
之
事
ハ
不
及
申
、
中
間
・ 

 
 

小
者
・
あ
ら
し
こ
に
至
ま
て
、
其
主
に
い
と 

 
 

ま
を
不
乞
出
候
儀
曲
事
に
候
之
間
、
相
抱 

 
 

へ
か
ら
す
、
但
前
の
主
に
相
届
、
聢
合
點 

 
 

在
之
ハ
、
是
非
に
不
及
候
事
、 

一 

百
性
其
在
所
に
在
之
田
畠
あ
ら
す
へ 

 
 

か
ら
す
、
其
給
人
其
在
所
へ
相
越
、
百
性
と 

 
 

令
相
対
検
見
を
と
け
、
其
毛
上
升 

 
 

つ
き
を
し
て
、
あ
り
米
三
分
一
百
性
に
と
ら 

 
 

せ
、
三
分
二
未
進
な
く
給
人
と
る
へ
き
事
、 

一 

自
然
其
年
に
よ
り
旱
水
損
田
地
あ 

 
 

ら
ハ
、
一
段
に
八
木
壱
斗
よ
り
内
ハ
百
性
に 

 
 

其
儘
と
ら
せ
、
翌
年
の
毛
を
付
候
様
ニ
可
申 

 
 

付
、
壱
斗
上
ハ
右
に
相
定
こ
と
く
、
三
分
一
、 

 
 

三
分
二
可
応
候
事
、 

一 

百
性
年
貢
を
は
ゝ
み
、
夫
役
以
下
不
仕
之
、 

 
 

隣
国
・
他
郷
江
相
越
へ
か
ら
す
、
も
し
隠 



 

 
 

置
輩
に
お
ゐ
て
ハ
、
其
身
の
事
者
申
に 

 
 

お
よ
は
す
、
其
在
所
中
曲
事
た
る
へ
き
事
、 

一 

其
国
其
在
所
給
人
、
百
性
等
諸
事
不 

 
 

迷
惑
様
ニ
可
申
付
、
代
官
以
下
に
ま
か
せ
す 

 
 

念
を
可
入
、
次
百
性
に
た
い
し
、
若
不
謂
儀 

 
 

申
懸
類
あ
ら
ハ
、
其
給
人
曲
事
た
る
へ
き
事
、 

一 

升
之
儀
ハ
、
十
合
之
以
斗
升
有
様
ニ
は
か
り
、 

 
 

左
右
の
手
を
も
ツ
て
一
可
打
、
う
ち
米
ハ 

 
 

壱
石
に
付
て
十
合
、
小
升
を
も
ツ
て
可
為 

 
 

弐
升
、
其
外
ハ
役
米
あ
る
へ
か
ら
す
事
、 

一 

其
国
々
其
在
所
堤
以
下
あ
ら
ハ
、
正
月 

 
 

中
、
農
作
に
手
間
不
入
折
か
ら
可
加
修
理
、 

 
 

其
堤
大
破
之
時
、
給
人
・
百
性
と
料
簡
に 

 
 

不
及
に
付
而
ハ
、
達
上
聞
為
上
可
被
仰
付 

 
 

候
事
、 

一 

小
袖
御
服
之
外
ハ
、
絹
う
ら
た
る
へ
し
、
但 

 
 

に
わ
か
に
不
可
成
候
之
条
、
四
月
一
日
以
後
、
絹
う
ら 

 
 

た
る
へ
き
事
、 



 

一 
諸
侍
し
き
れ

（

尻

切

）

は
く
事
、
一
切
停
止
也
、 

 
 

御
供
之
時
者
足
半
た
る
へ
し
、
中
間
・
小
者
ハ 

 
 

不
断
足
半
た
る
へ
き
事
、 

一 

は
か
ま

（

袴

）

・
た
ひ

（

足

袋

）

に
う
ら
付
へ
か
ら
さ
る
事
、 

一 

中
間
・
小
者
、
革
た
ひ
は
く
へ
か
ら
さ
る
事
、 

 
 

右
條
々
、
若
有
違
犯
輩
者
、
可
処
罪 

 
 

科
者
也
、 

  
 
 

天
正
十
四
年
正
月
十
五

（
九
）

日 

在
御
朱
印

（

豊

臣

秀

吉

） 


